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食品循ガ呆―資源の再生利用等の促進に関する法律第 19条第 3項の規定

に基づく再生利用事業計画の認定について

令和 4年 11月 2日 付けで申請のあった再生利用事業計画については、食品循環

資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成 12年法律第 1′16号)第 19条第 3項
の規定に基づき、申請のとおり認定する。                「
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